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２０２６年度に向けた政策・制度要求と提言について（お答え）

日ごろから、市政に対しまして、御理解、御協力を賜り厚くお礼申し上げます。
御要請につきましては、次のとおりお答えいたします。
なお、その他各執行機関に関する御要請につきましては、各執行機関に確認した内容となり
ます。

【経済産業政策】
１．ＤＸやＧＸの進展により起こり得る、産業・経済・社会の変化に対応する取り組み
重点１ 
ＤＸやＧＸなどの進展により起こり得る、産業・経済・社会の様々な変化について、具体的な対応策を検討するための政労使が参画する枠組みを早急に構築すること。
また、変化に対応した働く者の学び直しや企業主体の職業能力開発の方向性が、より適切なものとなるよう、必要とされるスキルや人材についての情報を広く共有するなどの対応を強化すること。
社会の枠組みの変化に伴う、政策的労働移動を生ずる際には必要なセーフティネットとしての対策を十分講じること。
[bookmark: _Hlk99462424]【回答】
　　「リスキリング」につきましては、経済産業省や厚生労働省が推進し、ＤＸの推進や働き
方改革等から需要が高まっているものと認識しております。今後、関係機関等と連携し、市内企業へのリスキリングの機会の提供について検討してまいります。
また、市と神奈川労働局が協定を締結し、ハローワークの就職支援ナビゲーターがセンタ
　ーに常駐するなど、雇用の窓口と福祉の窓口が一体となった支援体制を整備することで、社会情勢の変化による新たな課題も含め、個々のニーズに合わせたきめ細かな支援を行っております。
（環境経済局）


２．公正な取引の実施および労務費の適正な価格転嫁への対応を求める取り組み
重点２ 
2023年11月に公表された「労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針」および2025年１月の神奈川政労使会議共同メッセージなどを活用した適正な取引に向け、実効性の高い啓発を積極的に行うこと。とりわけ、自治体が行う公共事業、公共調達などにおいても労務費の価格転嫁がはかれるよう率先垂範して調達価格の引き上げや工期・納期の設定を行うこと。
加えて、サプライチェーン全体で生み出した付加価値の適正な分配をめざす「パートナーシップ構築宣言」を行う企業が増えるとともに、その意義が広く浸透するよう、啓発・助言を行うこと。
また、特別高圧契約法人の電気料金負担等、企業・事業者の努力のみでは価格の転嫁が難しい負担についての軽減対策を引き続き講じること。
【回答】
　　適正な取引に向けた価格転嫁の円滑化につきましては、産業支援機関と連携し、価格交渉
に関するセミナーの開催や個別相談を実施してまいりました。
調達価格につきましては、当該指針等を踏まえ、必要に応じ適切な対応を行うこととしております。
公共工事の予定価格の算出に当たっては、日々変動する物価に連動するよう、歩掛りや労務単価を国の改定と合わせ見直しを行うとともに、資材単価は毎月改定を行うなど、最新の適用となるよう適切に積算しております。
また、工期・納期の設定につきましては、週休２日や猛暑日を不稼働日として工期に加算することに加え、資材調達の遅延等を考慮した納期の設定など、ゆとりある工期・納期の設定となるよう取り組んでおります。
引き続き、国や他自治体の動向を踏まえ、適正な調達価格や工期・納期の設定に努めてまいります。
パートナーシップ構築宣言につきましては、産業支援機関と連携し、市内企業に対して周知を図ってまいります。
また、特別高圧受電者に対する支援につきましては、本年度は神奈川県が実施していると承知しております。
（環境経済局、財政局、都市建設局）

【雇用・労働】
１．安定雇用と就労継続および適正な労働対価を求める取り組み
 重点３ 
本来は労働関係法令の保護の対象となる「労働者」に該当するにもかかわらず、請負、委託などの形式をとることによって、労働法の保護を受けることができない労働者が増加している。本来「労働者」である者を非労働者として扱うことは、労働基準法に定めた最低限の労働条件の実現を妨げ労働基本権を侵害するものとして、それ自体が重大な人権侵害であることについて啓発・教育の機会の充実をはかること。
また、国・自治体との契約においてフリーランス新法の適用となる事例がある場合には、労働者としての労働条件の最低基準が遵守されるよう啓発も含め適切に対応すること。
【回答】
フリーランスが安心して働ける環境を整備するため、「フリーランス・事業者間取引適正化法」が令和６年１１月から施行されたことから、関係者機関等にリーフレットの配布による周知を行うなど、啓発に努めてまいります。
[bookmark: _Hlk166849467]（環境経済局）

２．安全に働くことができる環境を求める取り組み
[bookmark: _Hlk166849983] 重点４ 
セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント、パワーハラスメントなど、あらゆるハラスメントの根絶に向けて、職場・地域における対策の充実をはかること。
あわせて、あらゆる職種・職域におけるハラスメントについて当事者が安心して相談ができる環境を改善整備するとともに、対応人材の育成を計画的に行うよう指導を徹底すること。
また、カスタマーハラスメントに対しては、「STOP！カスハラ!! かながわ宣言」の趣旨を踏まえ、理解を深めるための啓発を引き続き実施するとともに、事業者・働く人双方からの相談に対応する窓口および支援策を強化すること。
【回答】
ハラスメントの相談につきましては、中央区役所市民相談室において、かながわ労働センター県央支所の職員による労働相談を実施しているほか、国が実施するハラスメント悩み相談室を周知しております。
また、パワー・ハラスメント防止につきましては、令和４年４月から改正労働施策総合推進法が全面施行され、全ての企業においてパワー・ハラスメント防止策を講じることが義務化されたことから、かながわ労働センター県央支所と連携し、企業の人事・労務担当者を対象に、パワー・ハラスメント防止に向けた労務管理セミナーを実施しております。
カスタマーハラスメントにつきましては、今後、国から事業者に対し、カスタマーハラスメントに関する方針の明確化や周知等、事業主が取るべき対応を定める指針が示されると承知しています。本市では、カスタマーハラスメントに関する基本方針の策定を予定しており、今後、基本方針の周知等により、カスタマーハラスメントについての理解促進を進めてまいります。
ハラスメントの根絶に向けて、労働者が安心して働ける職場環境の充実が図られるよう、引き続き、関係機関と連携して取組を進めてまいります。
（環境経済局、総務局）

３．障がい者雇用・外国人労働者をめぐる課題に適正な対応を求める取り組み
 重点５ 
障がい者の法定雇用率の段階的引き上げに伴い、障がい者雇用の経験やノウハウが不足する「雇用ゼロ企業」および新たに障がい者雇用を行うことになる企業に対し、事例やノウハウの共有化をはかり、準備段階から採用後の定着支援までの総合的な支援を行うこと。直接受け入れることとなる職場の同僚や、責任者が障がい特性などを理解することができる機会について、研修等の情報を積極的に発信して理解の促進をはかること。
あわせて、障がい者および企業からの相談機能を強化し、障がいの有無、種類および程度にかかわらず、差別されることなく働ける社会の実現に向けた取り組みを進めること。
【回答】
　障害者雇用につきましては、ハローワークと連携し、雇用の創出や促進に向けた障害者就職面接会、精神・発達障害者しごとサポーター養成講座、週２０時間未満で働く障害者雇用の求人開拓や障害者雇用特例子会社設立に係る初期整備費用の補助等を実施しており、障害者雇用促進のための啓発リーフレットを作成することで、これらの事業の周知に努めております。
引き続き、関係機関と連携して、障害者が差別されることなく働ける社会の実現に向けた取組を進めてまいります。
また、差別や偏見のない誰もが安心して働ける社会の実現のためには、何より、障害に関する理解を促進することが重要であることから、本市では、市内企業に対し、障害ごとの特性や合理的配慮を記載した事例集を配布するなどの理解啓発に取り組んでおります。さらに、相談機能強化の取組につきましても、検討を進めてまいります。　
（環境経済局、健康福祉局）

 重点６ 
[bookmark: _Hlk199840655]労働関係法令をはじめ在留資格ごとの就労制限や生活に関する情報について、多言語によるわかりやすい周知を行うこと。
また、人手不足の状況や賃金水準の動向について統一した調査を行うこと。あわせて、労働災害の発生や労働相談の内容など、外国人労働者の就労状況に関する情報の収集と公表・共有を進めること。
【回答】
　　在留資格ごとの就労制限等の情報につきましては、出入国在留管理庁において、ホームページやパンフレット等を通じて案内を行っており、これらを活用して、周知に努めてまいります。
生活に関する情報につきましては、さがみはら国際交流ラウンジにおいて、日本の制度や文化を紹介する冊子や動画などを活用し、引き続き、生活に必要な情報提供や外国人支援事業を進めてまいります。
　　人手不足の状況や賃金水準の動向につきましては、国の調査等を参考に実態の把握に努めてまいります。また、外国人労働者の就労状況におきましては、ハローワーク等と情報共有等を図ってまいります。
（市民局、環境経済局）

【福祉・社会保障】
[bookmark: _Hlk166850267]１．誰も排除されることなく、安心して暮らせる地域共生社会づくりを求める取り組み
 重点７ 
[bookmark: _Hlk167885119]地域住民の複雑化・複合化する支援ニーズに対応した相談・支援体制に取り組むこと。ヤングケアラーの実態把握を進めるとともに、すべての地域住民を対象とする包括的支援の体制整備を積極的に進め、既存の制度活用だけにとどまらず、連携を模索および強化して対応する「断らない相談支援体制」を構築すること。
また、様々な障がい者とその家族や直接血縁にない保護者等がおかれている経済的困窮をはじめとして、地域移行を阻む根強い差別意識を含めた、社会的差別を解消するための方策を講じること。
【回答】
ヤングケアラーの実態把握につきましては、令和６年度に「ヤングケアラーの疑いを持った時のフロー」及び「早期発見のためのチェックリスト」を教育委員会と作成し、市立小中学校・義務教育学校に配布し、把握に努めるとともに、必要な支援につなげる仕組みを構築しました。
引き続き、経験者の御意見を踏まえながら、把握・支援に取り組んでまいります。
相談・支援体制の取組につきましては、関係各課、機関で連携をし、ヤングケアラーの実態把握をはじめ、世帯の抱える複合化した課題の解決に向けた包括的支援体制の整備を推進しております。また、本年４月から、社会福祉法に基づく重層的支援会議を設置するなど、重層的支援体制整備事業を活用し、「断らない相談支援体制」を構築しております。
また、障害に関する差別や偏見のない共生社会の実現には、幅広く市民の皆様に障害について理解していただくことが重要であると考えております。このため、「共にささえあい生きる社会」をキャッチフレーズに掲げた広報活動や共生社会推進サポーターの養成等による障害の理解促進、相模原市障害者差別解消支援地域協議会における差別に関する相談の情報共有等を行うとともに、民間事業者に対し、障害者差別解消法のリーフレットの配布等を行ってまいりました。こうした取組により、障害に関する理解は徐々に深まってきているものと捉えており、今後も、共生社会の実現に向けて、市民の皆様の障害に対する理解促進や民間事業者への合理的配慮の提供の促進など、各種施策を推進してまいります。
（こども・若者未来局、健康福祉局）

[bookmark: _Hlk166850341]２．質の高い医療・介護を安心して受けられる社会づくりを求める取り組み
 重点８ 
安定した地域医療や介護体制の確保のため、医療機関・介護施設等が直面している資器材の更新や、食材の価格高騰に伴う病院食提供の難しさ等の課題について、実態把握のための調査と分析、結果の公表を通じた対応策を講じること。
【回答】
医療機関などの経営状況につきましては、長期化する物価や人件費の高騰により、救急医療を担う病院を中心に深刻な経営危機に面していると伺っていることから、本市としましては、救急医療を担う協力病院に対して、ヒアリングを通じて課題を抽出し、本市独自の緊急支援金を交付しております。
また、医療提供体制の確保を担う神奈川県においても、医療機関への物価高騰支援を実施しておりますが、引き続き、国及び神奈川県に対して、診療報酬への反映や支援等の要望を行ってまいります。
介護施設等の改修及び物価高騰に対する助成につきましては、国・神奈川県の補助金を活用し実施しているものでございます。引き続き、実態把握を行い、事業の実施に努めてまいります。
（健康福祉局）

[bookmark: _Hlk166052553] 重点９ 
[bookmark: _Hlk195694625][bookmark: _Hlk195694682]災害時も見据えて地域医療・介護等の体制が維持できるよう、医療・福祉・介護等の専門人材の計画的人材育成・確保を進めること。
[bookmark: _Hlk195694739]医療・介護職場において、虐待・ハラスメントを生じさせない職場環境づくりを進めるとともに、ワーク・ライフ・バランスを尊重し賃金をはじめとした処遇改善を行うことにより、人材の定着、離職防止がはかられるよう、必要な資金確保に向けた予算の確保および支援策を講じること。
【回答】
災害時を見据えた医療体制の維持に向けましては、医療体制の助言を担う市災害医療コーディネ－ターの確保・拡充に取り組んでいるほか、神奈川県及び市薬剤師会と連携を図りながら、市災害薬事コーディネーターの養成支援に取り組んでおります。　
災害時の介護等の体制維持につきましては、これまで市内の事業者向けにＢＣＰ（業務継続計画）策定研修を実施するなどして啓発に努めております。
また、医療現場における環境づくりにつきましては、「第８次神奈川県保健医療計画」において、勤務環境改善の支援や働き続けることができる職場環境の整備が施策の方向性として定められていることから、今後も、神奈川県の動向を注視してまいります。
介護職場における職場環境づくりにつきましては、介護職員向けのメンタルヘルス相談の実施や相談窓口を設置することで、職員の心理的安全性を高め、その能力を最大限に発揮することができる環境の整備に努めております。
また、介護人材の処遇改善につきましては、介護サービス事業所に対する集団指導講習会等の機会を通じ、処遇改善やベースアップ等支援加算など、賃金等に関する制度の周知及び活用促進に努めております。
今後も、運営法人・介護サービス事業所との意見交換を通じた実態把握に努めつつ、離職防止対策などをテーマとした事業所向けの研修の実施や介護サービス事業所における処遇改善等に係る加算取得の促進等により、介護現場における職場環境の改善及び介護人材の処遇改善に向けた取組を進めてまいります。
（健康福祉局）

３．すべての子どもが健やかに成長することができる社会づくりを求める取り組み
[bookmark: _Hlk166052568] 重点10 
すべての子どもたちが、それぞれの地域で安心してのびやかに過ごすことができるように、子どもの育ちにかかる家庭の経済的負担を軽減させる諸制度を充実させること。
妊娠にかかる費用への助成、小児医療費助成等、自治体間での格差を生じないよう実施すること。そのために必要な財政的裏付けおよび制度化のための法改正等について、国に対し積極的に要望すること。
【回答】
子どもの育ちにかかる家庭の経済的負担の軽減につきましては、本年度予算において、市立小学校及び義務教育学校１年生の学校給食費無償化をはじめ市立小中義務教育学校における修学旅行費用の一部支援や教材等整備事業などの取組を実施しています。
今後も、子育て世代のニーズを的確に把握し、限られた財源の中で、効果的な取組を実施してまいります。
妊娠にかかる費用への助成につきましては、本年４月に、妊婦健康診査費用への補助上限額を総額９０，０００円から１１５，０００円に増額し、妊婦の負担軽減を図っております。
小児医療費助成制度につきましては、子ども達が全国どこでも同じ制度の下で医療を受けられるよう、国に対して統一した制度の創設を要望しており、引き続き、指定都市市長会等を通じて国へ要望してまいります。
（こども・若者未来局）

【社会インフラ】
[bookmark: _Hlk166850621]１．安全・安心で暮らしやすいまちづくりを求める取り組み
[bookmark: _Hlk166058031] 重点11 
地域防災計画は、地域の住民をその対象とした計画であり、その更新および防災訓練等の実施にあたっては、被災時に弱者となりやすい立場の人が意思決定に参加しながら進められる必要がある。
しかし、実際に発災した際には過去の災害を例に引くまでもなく、避難所とされるところには地域住民以外の多くの避難者が集まることが容易に想定される。
特に観光地を多く抱える神奈川においては、その初動において地域防災計画には想定されない、地域外避難者への対応等について、普段から地域中での理解を広げておく取り組みもあわせて進めること。
【回答】
避難所の運営に当たりましては、当該地域の自治会や担当市職員、施設管理者などから構成される避難所運営協議会が担うこととしておりますが、本市では観光や通りすがりなど、地域住民以外の方が被災により避難所に訪れることも想定し、避難所運営マニュアルを整備しております。
避難所の運営は、居住地に関わらず避難者全員で協力して行う必要があることから、訓練等の経験のない方でも理解しやすいよう、同マニュアルの中で、役割分担の例や具体的な作業手順などを記載しており、避難所運営協議会の皆様と共有しているほか、各避難所に配備しております。
（危機管理局）

 重点12 
[bookmark: _Hlk167959497]自治体が管理する道路、橋梁、トンネル等の交通インフラおよび上下水道、工業用水等の耐震化、老朽化対策を迅速かつ着実に進めるため、ＡＩやドローンなどの技術活用も進めるとともに十分な予算確保を行うこと。
[bookmark: _Hlk194677997]また、保守を担う人材については、その社会的重要性について広く理解を広げ、産官学の連携により工業高校等とのつながりも深めながら、人材の育成・確保を行うこと。
【回答】
道路、簡易水道、下水道の維持管理につきましては、耐震化や都市基盤の老朽化による修繕が必要な箇所の増加が見込まれていることから、国庫補助等の予算を確保しつつ、新技術の活用を検討するなど、管理業務の効率化を図ってまいります。
また工業高校との連携につきましては、市内の土木に関連した学科コースを有する県立高校と連携し、公共工事の現場見学を実施しており、建設業の魅力発信や公共工事に携わる事業者・市職員の役割や社会的な意義について理解促進に努めています。今後も、将来の人材確保に向けて取組を継続してまいります。
地域産業界の人づくり支援事業につきましては、地元企業の求人情報を掲載した就職支援サイト「サガツクナビ」を運営し、情報発信するとともに、企業と学生の交流会等を開催し、地元企業への就職を希望する学生を支援しております。
（都市建設局、環境経済局）

[bookmark: _Hlk197951351] 重点13 
[bookmark: _Hlk166078164]事業所あての配送、個人向け配送を問わず、貨物輸送は社会の主要インフラとなっている。その輸送を担うドライバーに過度な負担とならないよう、共同配送拠点や荷捌き駐車場の整備を進めること。
【回答】
荷さばき駐車場については、相模原市建築物における駐車施設の附置に関する条例において設置の義務化はしておりませんが、荷さばき駐車場の整備施策について調査を進めております。
（都市建設局）

[bookmark: _Hlk166850703] 重点14 
環境負荷低減の面からも、再配達の抑制が求められている。駅や公共施設への多機能ロッカーの設置を進めるとともに、個人宅や集合住宅の新築、改築にあたっては、宅配ボックスの設置を推奨するなど、再配達抑止の環境整備を進めること。
【回答】
　　宅配ロッカー（オープン型宅配ボックス）は、駅やスーパー、コンビニエンスストアなど身近な場所への設置が増えており、再配達防止に向けて、宅配ロッカーを活用した受け取り方や、相手方が受け取りやすい時間や場所を指定した送り方の配慮など、市ホームページ周知をしており、引き続き、周知啓発に努めてまいります。
（環境経済局）


２．誰もが求める場所や、情報に容易にアクセスできる仕組みの整備を求める取り組み
 重点15 
高齢者・障がい者・通学する子どもたち・子育て中の保護者等、公共交通機関を生活に不可欠としている人々の移動に係る手段を確実に確保すること。また、個人特性に依らず、交通不便地における公共交通についても確実に確保すること。
公共交通を維持するため、運転手・整備要員等の継続的な人材確保と育成の重要性を認識し、処遇改善を含めた対策を実施すること。
【回答】
本市ではこれまでも、誰もが移動しやすく、将来にわたり持続可能な交通体系の確立に向け、路線バスの輸送力確保に係る交通事業者への要請や交通不便地域におけるコミュニティ交通の導入等の取組を推進してまいりました。昨今の全国的なバス・タクシーの運転士不足の深刻化や高齢化の進行、移動需要の多様化等の社会経済情勢の変化に伴い、今後、こうした取組はますます重要となっていくものと認識しており、交通事業者と連携を図りながら、引き続き、移動手段の確保に向けた取組を推進してまいります。
また、公共交通の担い手の確保と育成は、全国的な課題であると認識しており、単独自治体による支援には限界があるものと考えていることから、関係自治体等と連携し、国・神奈川県に対して運転手の確保・育成に対する支援を求めてまいります。
[bookmark: _Hlk166850735]（都市建設局）

【環境・エネルギー】
[bookmark: _Hlk166850931][bookmark: _Hlk166149854]１．地域と連携してカーボンニュートラルの実現を求める取り組み
 重点16 
[bookmark: _Hlk167885498]2050年脱炭素社会の実現に向け、「相模原市地球温暖化対策計画」の浸透をはかり、地球温暖化対策計画をはじめとする各計画の進捗状況の確認および公表とともに施策の効果を検証すること。
　　また、再資源化事業等高度化法を踏まえ、民間事業者への周知等を促進することはもとより、排出者としての対応も遅れることなく実施すること。
【回答】
　　本市では、令和５年１１月に改定した「第２次相模原市地球温暖化対策計画(改定版)」において、2030年度における二酸化炭素排出削減目標５０パーセントを目指すこととして、脱炭素社会の実現に向けた取組の加速化を図っております。
　　計画の進捗状況の確認につきましては、毎年度、実施状況報告書を作成しており、相模原市地球温暖化対策推進会議において、当該計画に基づく削減目標の進捗状況や対策・施策の取組状況を把握し、計画の評価・検証を行っております。実施状況報告書や会議の議事録につきましては、随時、市ホームページで公表しております。
　　また、民間事業者に対しては、再資源化事業等高度化法を踏まえた中で、引き続き、廃棄物の減量化・再資源化等について周知を図っていくとともに、本市としましても市内における大規模な排出事業者として、事務事業に係る脱炭素化の取組を着実に実施してまいります。
（環境経済局）

[bookmark: _Hlk166851012]


２．環境負荷の少ない暮らしの推進を求める取り組み
 重点17 
[bookmark: _Hlk167884076][bookmark: _Hlk169098370]環境負荷の小さい移動手段として自転車を利用する人が増えていることを踏まえ、自転車の交通ルールを学ぶ機会と風土の醸成、十分な走行幅を確保した自転車専用レーンの普及と安全の確保、自転車利用における保険の加入および車両整備の促進に努めること。
　　人口の多い地域、観光客の多い地域においては、シェアサイクルの広域化や事業者間連携等によって利便性を向上させ、移動手段の多様化をはかる一助とすること。
【回答】
　　自転車の安全利用につきましては、交通ルールやマナーの浸透を目指し、交通安全教室を開催しております。また、令和８年４月からの自転車青切符制度の施行を契機として、自転車利用におけるルールなどの更なる周知啓発に取り組んでまいります。
　　自転車通行環境の整備につきましては、令和６年３月に改定した「相模原市自転車活用推進計画」に基づき、鉄道駅を中心としたネットワークを形成するため、交通量や事故の状況などを踏まえ優先整備区間を設定して整備を進めております。
また、道路の状況に応じ、自転車道による車道との分離や路面標示により走行位置と進行方向の明確化をすることにより、歩行者と自転車との事故防止や安全性の向上を図っております。
引き続き、道路の利用状況を注視し、事故のおそれがある場合には、関係機関と連携し、必要な安全対策について検討してまいります。
　　また本市では、シェアサイクル事業者と協定を締結し、令和４年６月から実証実験を行っております。引き続き、シェアサイクル事業者と連携し、市民の皆様の利便性向上に取り組んでまいります。
（市民局、都市建設局）

３．エネルギーの「地産地消」体制を求める取り組み
 重点18 
県内のエネルギーの自給率向上および地域のセーフティネット機能として自家発電と蓄電池を組み合わせた自立可能型エネルギーの「地産地消」体制を構築すること。
災害発生時、避難場所に指定される地域防災拠点施設の機能強化のため、再生可能エネルギーやコージェネレーションシステム等、エネルギー源の多様性に考慮した設備や蓄電池等の導入の拡大をはかるとともに、非常時電源ともなりうる次世代電気自動車の導入、配備を進めること。
【回答】
本市では、継続的に公共施設等への再生可能エネルギーの導入に取り組んでおり、学校施設への太陽光発電設備、蓄電池等の再生可能エネルギーに係る設備を導入し、エネルギーの地産地消や避難所等の機能強化に係る取組を推進しています。
また、災害時等に電力不足が想定される避難所等での電力供給ができるよう、公用車においても、リース契約が満了した際に電気自動車等の次世代自動車を導入する取組を推進しています。
（環境経済局）

【教育・人権・平和】
１．学校をめぐる課題に対する取り組み
 重点19 
子どもたちが安心して学び学校生活を送ることができる環境を構築し、教員が一人ひとりの子どもと向き合い、子どもたちの学びを十分に保障するため、学校における働き方改革・ＤＸを促進すること。また、４月新学期時点を含め通年で欠員が生じないよう、計画的な採用による人材確保を確実に行うこと。
教員が本来業務に専念できるようにするため、スクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、スクールサポートスタッフ、スクールロイヤー、看護師、ＩＣＴの専門スタッフなどの人的措置を積極的に行うこと。また、中長期を見据えた教育人材の育成・確保のための施策を実施すること。
【回答】
学校における働き方改革につきましては、「第２期　学校現場における業務改善に向けた取組方針」に掲げた取組を着実に実行するとともに、令和６年度の「若手職員による学校現場改善プロジェクトチーム」の検討結果なども踏まえ、学校と協働して積極的に取り組んでまいります。
学校におけるＤＸにつきましては、学校の情報化推進ガイドラインに基づき、デジタル技術の活用による校務のＤＸ化に係る取組を推進するとともに、更なる業務の効率化に向けて、取り組んでまいります。
教員の人材確保につきましては、教員定数の確保に向けて、国と連動した取組を行うとともに、教職や相模原の魅力を伝える取組の拡充、候補者選考試験の見直しなどを行い、計画的に正規教員の採用に努めてまいります。また、欠員が生じた場合の対応につきましては、引き続き、代替教員や非常勤講師の任用を進めることで、通年で人材確保に取り組んでまいります。
青少年教育カウンセラーにつきましては、現在７９名体制で市内全小中学校等に週１回から２回派遣し、様々な課題を抱える児童生徒やその保護者に対する心理面からの支援を行っております。
スクールソーシャルワーカーにつきましては、令和３年度から、一人当たり２中学校区を２日ずつ担当する拠点校・巡回校型を新たに導入し、本年度は１８名体制で、全中学校区へ配置する相談・支援体制をとっております。
今後も、諸課題に対する一層の早期発見と迅速な対応や解決に向け、青少年教育カウンセラー及びスクールソーシャルワーカーの効果的な配置について検討してまいります。
スクール・サポート・スタッフにつきましては、主に教員の事務補助を担っており、教員の子どもと向き合う時間の確保や負担軽減にもつながることから、全校配置を目指し増員に取り組んでまいります。
スクールロイヤーに関しましては、現在１人を特定任期付職員として教育委員会事務局で任用しております。学校、保護者等からの相談・意見に対し、法的視点が必要な案件にスピーディーに対応できるとともに、現場での法的対応を重ねることで、指導主事や、学校管理職の対応力育成にもつながっております。
看護師につきましては、小・中学校１２校１２名の医療的ケア児に対し看護師を配置しております。本年度より、宿泊を伴う校外学習において派遣看護師を配置し、保護者の負担軽減につながりました。
今後も、「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律」の趣旨を踏まえ、児童生徒一人ひとりの教育的ニーズに応じた看護師の適切な配置について検討してまいります。
ＩＣＴの専門スタッフにつきましては、本年度は小学校及び義務教育学校に３５回、中学校に２６回派遣し、授業における児童生徒への支援や、タブレットＰＣを活用した授業づくり、校務における機器操作補助などを実施しております。
中長期を見据えた教育人材の育成・確保のための施策につきましては、教職や相模原の魅力を伝える取組として、大学生を対象とした「さがみはらの学校で学ぼうDAY」や高校生を対象とした「さがみはらの小学生と遊ぼう」といった学校訪問事業に取り組んでおります。また、大学３年生以上を対象とした「さがみ風っ子教師塾」を実施しております。
（教育局）

２．学びを支える環境をめぐる課題に対する取り組み
 重点20 
後期中等教育における家庭の負担軽減のため、授業料以外の学用品や通学にかかる費用に対しての補助制度を創設すること。
[bookmark: _Hlk192768925]高等教育機関への進学のための自治体独自の給付型奨学金制度および返済支援制度を創設・拡充すること。あわせて、貧困等を理由とする教育格差を再生産しないために、教育に対する国の責任として給付型奨学金および必要な子どもに対する伴走型支援の拡充と地方自治体に対する財政支援を国に求めること。
【回答】
高校生を対象とした本市独自の援助制度として、経済的理由により高等学校等における修学が困難な方に対して、授業料以外の学校教育費の補助として返還不要の奨学金を給付しております。
高等教育機関への進学のための本市独自の給付型奨学金制度及び貸与型の奨学金に対する返済支援制度の創設につきましては、国や民間が実施している様々な制度を踏まえ、必要性を検討いたします。
また、自治体が地域の実情に応じて実施している給付型奨学金制度に対する財政支援等に関し、引き続き、国に対して要望してまいります。
大学生を対象とした本市独自の給付型奨学金制度及び貸与型の奨学金に対する返済支援制度を創設することや給付型奨学金の拡充を国・神奈川県に求めることにつきましては、国や民間が実施している様々な制度を踏まえ、必要性を検討してまいります。
　（教育局、こども・若者未来局）

 重点21 
外国につながる子ども達が県内で増加している。就学前の保育園や幼稚園への入園、義務教育への就学、高等学校への進学、就労、それぞれの段階で言語や生活習慣の相違等様々なことに起因する困難が生じ、結果として教育格差・生活格差が生じている。
外国につながる子どもとその家族を地域の中で孤立させず、保護者も含めた必要なサポート体制が取られるよう施策を展開すること。
【回答】
外国につながる就学前の子どもたちの保育園や幼稚園への入園につきましては、各区の子育
て支援センター窓口に保育専門相談員「すくすく保育アテンダント」を配置し、タブレットを用いた多言語遠隔通訳サービス等を活用しながら、子育て家庭のニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や各種の保育サービスなどが円滑に利用できるよう、相談や情報の提供・支援を行っております。
小中学校等における外国につながる子どもとその家族への支援につきましては、日本語指導講師や日本語指導等協力者を派遣することによって、在籍校で教員と連携を取りながら支援できる体制を構築しております。また、保護者への支援につきましては、個人面談や保護者説明会等で母語通訳を派遣するなど、保護者と教員の相談活動等を支援できるようにしております。
今後も、日本語指導を必要とする児童生徒の増加や教育的ニーズに合わせて対応できるように、取り組んでまいります。
また、さがみはら国際交流ラウンジでは、外国につながる児童、生徒を対象として、ボランティアによる教科学習の支援や小・中学校入学前相談会等を実施しています。また、来日して間もない外国人市民等を対象とした「生活ガイダンス」による日本の文化や制度の紹介や外国人無料相談の実施など、継続的なサポートに取り組んでまいります。
（こども・若者未来局、教育局、市民局）

３．差別やハラスメントのない共生社会をめざす取り組み
 重点22 
社会的少数者に対する差別を禁止し、差別被害調査や差別被害救済措置など、人権尊重のまちづくりを推進する取り組みの具体的内容の公表・共有を進めること。
【回答】
令和６年３月に制定した相模原市人権尊重のまちづくり条例では、不当な差別的取扱いを禁止し、それにもかかわらず不当な差別的取扱いを受けた場合には、救済を図るため、申立てに基づき助言、あっせん等を行うことを定めています。このほか、「相模原市人権施策推進指針」にのっとり人権尊重のまちづくりに関する施策を推進することや、施策を効果的に推進するため必要な調査及び情報の収集を行うことなどを定めています。
同条例に基づく施策については、広報さがみはらや市ホームページ、リーフレットなどを用いて周知に努めており、今後も、機会を捉えて周知に努めてまいります。
（市民局）

４．安心して暮らし、働き、携わることのできる社会の実現に向けた取り組み
 重点23 
県内米軍基地は12施設あり近年その機能が付加強化されてきている。周辺住民の不安を解消し、安全で快適な生活を送れるよう、日米地位協定の抜本的な見直しはもとより、基地の整理・縮小・返還、強化されてきた機能の整理縮小、自治体や住民に対する速やかな情報提供を国に強く要請すること。
特に近年、県内米軍基地周辺では、河川・流出地下水から国の目標値を超える有機フッ素化合物（PFAS）の検出が報告されていることから、基地内における実態把握や緊急対策について引き続きの情報把握や情報提供を求め、必要に応じて県の立ち入り調査を求めること。
【回答】
本市では、これまで、連合神奈川相模原地域連合や市議会、市自治会連合会等で構成される「相模原市米軍基地返還促進等市民協議会(以下「市民協議会」と言います。)とともに、基地機能の整理・縮小・早期返還に向けて取り組んでおり、市民生活やまちづくりなどのために緊急に必要な部分については、一部返還又は共同使用を国及び米軍に対して求めております。また、基地近隣住民に不安を与えるような基地機能の強化等を行わないよう、国及び米軍に対し求めております。
今後も、基地機能の整理・縮小・早期返還に向けて取り組むとともに、基地機能の強化等を行わないよう、国及び米軍に対して求めてまいります。また、基地周辺住民の皆様の不安解消に資するよう、引き続き、適時・適切な情報提供に努めてまいります。
日米地位協定の見直しにつきましては、本市では、かねてから、神奈川県基地関係県市連絡協議会の構成自治体である神奈川県及び基地関係市とともに、事件・事故の防止や環境対策など様々な観点から、条項ごとに改善点を国に示しているほか、市民協議会とともに見直し・運用改善等を強く求めております。
今後も、日米地位協定の見直しにつきまして、神奈川県基地関係県市連絡協議会の構成自治体と連携し、基地周辺住民の不安解消を目指し、安全で快適な生活を送れるよう市民協議会とともに国及び米軍に求めてまいります。
また、有機フッ素化合物につきましても、取扱いに関する情報提供等を受けており、基地内における実態把握や緊急対策について引き続き、情報収集を図ってまいります。
なお、米国政府は在日米軍施設における全ての旧式水成膜泡消火薬剤の廃棄を完了し、旧式水成膜泡消火薬剤を、原料としてPFOS及びPFOAを含まない新式組成の水成膜泡消火薬剤に交換した旨、防衛省から情報提供を受けています。
（市長公室、環境経済局）

[bookmark: _Hlk167877721] 重点24 
国家の主権および国民の生命と安全にかかわる重大な問題である北朝鮮による日本人拉致問題の風化を防ぎ、一日でも早い帰国を実現するため、国と連携しさらなる啓発活動に取り組むとともに、「北朝鮮による拉致被害者を救出する知事の会」の会長県として県民集会を開催するなど、県民・市民への世論喚起の充実に取り組むこと。
【回答】
北朝鮮当局による日本人の拉致問題につきましては、これまで北朝鮮人権侵害問題啓発週間
（毎年１２月１０日～１６日）にあわせた啓発事業や、国や神奈川県、他市と連携した啓発活動を行ってまいりました。今後も、国の動向を踏まえながら、拉致問題への関心と理解を深めるための啓発活動を進めてまいります。
（市民局）
[bookmark: _Hlk190790513][bookmark: _Hlk190790514]
【行財政】
[bookmark: _Hlk170806713]１．ディーセント・ワーク（働きがいのある人間らしい仕事）の確保に向けた取り組み
[bookmark: _Hlk167877227] 重点25 
[bookmark: _Hlk167877210]消費者による不当な要求、悪質なクレームや暴力などのカスタマーハラスメントは、小売り・サービスの現場にとどまらず、輸送・運輸、医療・介護・子育て支援さらには公務の職場においても増加しており、働く環境を著しく阻害している。
カスタマーハラスメントへの対応について、政労使での意見交換の機会を確保するとともに、倫理的な消費者行動を促進するための施策を推進すること。
【回答】
カスタマーハラスメントにつきましては、東京都や群馬県などがカスタマーハラスメント防止条例を制定し、国においては、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が公布され、施行に向け議論されていると承知しております。
また、神奈川県においても、政労使８団体共同で「STOP！カスハラ‼かながわ宣言」を行うなど、カスタマーハラスメント防止に向け取り組んでいることから、国・神奈川県の動向を注視してまいります。
倫理的な消費者行動を促進するための施策につきましては、課題の整理に努め、適切に対応したいと考えております。
（環境経済局、市民局）

 重点26 
[bookmark: _Hlk167877705][bookmark: _Hlk197952115][bookmark: _Hlk190790277]公共調達における公正労働の確保は、地域で働く者の適正な労働条件の確保などディーセント・ワークの実現を促すとともに、その大部分を受注する地元の中小企業における適正な価格転嫁のための環境整備を促進するために重要な取り組みである。
公共調達における予定価格の積算に、適正な人件費および材料費価格が反映されるためにも公契約(公共調達)の管理運営における審議会等、第三者の目による評価検証制度を含む公契約条例の制定に向け取り組むこと。すでに条例が施行されている自治体においては、その効果を検証し公表すること。
【回答】
本市においては、公契約条例対象の案件について、労働者に対する報酬支払額を記載した労働状況台帳の提出を受注者に義務付けるとともに、現場視察を行い、事業者と労働者、双方に聞き取り調査をするなど、労働環境の把握に努めております。
また、相模原市労働報酬等審議会からの意見や関係団体等の要望を伺う中で、条例の実効性の確保に向けて取り組んでおり、相模原市労働報酬等審議会の開催後、会議録については、市ホームページへの掲載や行政資料コーナーでの配架を行っております。
（財政局）

２．市民・県民に開かれた議会、投票率向上を求める取り組み
 重点27 
[bookmark: _Hlk167878881]若者の政治意識の醸成に向け、学校教育における主権者教育を充実すること。
また、大学生は住民票を移さずに、投票権のある地域から首都圏（神奈川県）に来ている場合も多いことが考えられるため、不在者投票について広く啓発・周知すること。
【回答】
若者の政治意識の醸成に向け、学校教育における主権者教育の充実につきましては、教科等において、社会科や家庭科、特別活動等、教科横断的な視点で育成することができるよう、実施しております。また、教育センターにおいて、「主権者に求められる力の育成」として、市内教員が中心となって、研究を進めております。
不在者投票につきましては、高校及び大学において実施する出前授業講座や大学の学園祭で実施する啓発活動の中で周知用リーフレット等を活用し、広く啓発・周知してまいります。
（教育局、行政委員会事務局）

 重点28 
投票機会の確保をはかるため、期日前投票時間の弾力的な運用等「行きやすい投票所」の拡大に取り組むこと。また、交通不便地に対しては移動投票所の運用を検討すること。あわせて、そのための予算と人員の確保を行うこと。
【回答】
　　投票機会の更なる充実を目的として、これまでの会場に加え７月の参議院議員通常選挙においては、大型商業施設への期日前投票所の設置や、駅前商業施設での開設期間の延長などに取り組んでおります。
また、移動投票所については、障害の程度や要介護度、郵便投票の可否など、対象とする条件に加え、移動支援や投票所の配置のあり方を合わせて研究する必要があると考えており、これを実施していくことになった際には、対応に要する人員や予算の確保を進めます。
（行政委員会事務局）


【共通】ジェンダー平等
１．ジェンダー平等で多様性を認め合う社会の実現を求める取り組み
[bookmark: _Hlk167876554] 重点29 
[bookmark: _Hlk197952283]ジェンダー平等社会の実現に向け、「第３次さがみはら男女共同参画プラン」の浸透をはかるとともに、女性活躍推進法の改正に伴い公表が義務付けられた男女の賃金格差等について、公表される情報を把握し、雇用の全ステージにおける直接・間接差別を排すること。
また、その基礎資料とするため、様々な統計情報についてSOGIに配慮したジェンダー情報とのクロス集計を可能とし、ジェンダーによる差異や不平等状況の把握に活用ができるよう必要な修正を行うこと。
【回答】
男女の賃金格差等につきましては、国の調査等を参考に実態の把握に努めてまいります。
また、雇用の分野における男女の均等な機会と待遇の確保の促進を図るため、男女共同参画に関する市民意識・事業所調査等により実態把握に努め、男女が共に働きやすい環境づくりに取り組んでまいります。
本市では、統計の目的等により性別欄を設ける場合は、自由記載や、女性・男性のほかに「回答しない」、「その他」欄を設けるなどの配慮を行うこととしながら、実態の把握等に努めております。今後も、客観的な実態の把握等に努め、男女共同参画社会の実現に向けた取組を進めてまいります
（市民局、環境経済局）

 重点30 
[bookmark: _Hlk197952359]パワーハラスメント、セクシュアルハラスメントはもちろん、就職活動時や選挙運動時も含むあらゆるハラスメントを排し、すべての人がその能力において希望する働き方と働き続けることを選択することが可能となる社会の実現に向けた施策を展開すること。
あわせて、就労の継続を希望するすべての人が仕事と育児や介護等の両立を実現するために、企業における両立支援制度等の充実、働き方の見直しを含めたワーク・ライフ・バランスの取り組みの促進・支援など、施策の拡充をはかること。
また、これらの根底に残存し、直接・間接差別の要因となる社会制度・慣行の見直しを推進すること。
【回答】
ハラスメントの相談につきましては、中央区役所市民相談室において、かながわ労働センター県央支所の職員による労働相談を実施しているほか、国が実施するハラスメント悩み相談室を周知しております。また、パワー・ハラスメント防止については、令和４年４月から改正労働施策総合推進法が全面施行され、全ての企業においてパワー・ハラスメント防止策を講じることが義務化されたことから、かながわ労働センター県央支所と連携し、企業の人事・労務担当者を対象に、パワー・ハラスメント防止に向けた労務管理セミナーを実施しております。
なお、平成１９年度から、働きながら安心して育児や介護ができる地域社会を目指し、仕事と家庭の両立支援に積極的に取り組み、その成果をあげている市内に本社または主たる事業所を置く企業者を表彰しております。
ハラスメントの根絶に向けて、労働者が安心して働ける職場環境の充実が図られるよう、引き続き、関係機関と連携して取組を進めてまいります。
（環境経済局）

 重点31 
県内すべての市町村でパートナーシップ制度が導入されたが、市町村ごとに制度の相違があり連携に課題が残っている。すべての希望する人が権利行使できるよう、連携に向けた取り組みを進めるとともに、ファミリーシップ制度の確立に向けた取り組みを進めること。
【回答】
本市では、令和２年４月からパートナーシップ宣誓制度を運用しています。パートナーシップ制度導入自治体との他自治体との連携については、川崎市、横浜市、座間市との連携のほか、パートナーシップ制度自治体間連携ネットワークへの加入により、全国の２５０を超える自治体と連携をしております。引き続き、自治体間の制度の相違等を踏まえつつ、連携による転居時の手続きの負担軽減に努め、性的少数者の生きづらさの解消に取り組んでまいります。制度の拡充については、他自治体における影響や効果等について、調査、研究してまいります。
（市民局）

以　上　　

【受付No.２０２５－９】
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